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令和５年度青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金交付要綱 

   

（趣旨） 

第１ 県は、エネルギーや原材料等の価格高騰に対応し、今後の事業継続に向けた対策を

行う中小企業者及び組合（以下「中小企業者等」という。）を支援するため、中小企業

者等が省エネルギー化や高効率化を図るための設備更新、原材料を切替するための調査

等を行う事業（以下「青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業」という。）

に要する経費について、令和５年度予算の範囲内において、中小企業者等に対し、青森

県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金（以下「補助金」という。）を

交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則（昭和 

４５年３月青森県規則第１０号。以下「規則」という｡）に定めるもののほか、この要

綱の定めるところによる。 

  

 （定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（1） 中小企業者とは、本事業に係る事業活動を遂行する拠点を県内に有する中小企業

基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者をいう。

ただし、主たる事業として農業、林業及び漁業を営んでいる中小企業者は除く。 

(2) 組合とは、本事業に係る事業活動を遂行する拠点を県内に有する次に掲げるもの

をいう。 

ア 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項に

規定する中小企業団体 

イ 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）第２条に規定する商店街振興

組合又は商店街振興組合連合会 

ウ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和３２年法律第１

６４号）第３条第１項に規定する生活衛生同業組合 

エ その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、その直接

又は間接の構成員たる事業者の３分の２以上が中小企業基本法（昭和３８年法律

第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者であるもの 

（3） 拠点とは、本事業に係る製品開発、生産、営業等の事業活動を遂行する本・支店、

営業所、事業所、研究所等をいう。 
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（補助対象経費、補助金の額及び補助対象期間） 

第３ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額

は、別表１及び別表２のとおりとする。 

２ 補助事業の対象となる期間（以下「補助対象期間」という。）は、交付決定の日から

令和６年１月３１日までとする。ただし、事前に着手する理由等を知事に届け出た場合、

令和５年１０月６日以降に限り、交付決定日より前に事前着手することができる。なお、

その場合は、補助対象期間を事前着手する日から令和６年 1 月３１までとする。 

 

（申請書等） 

第４ 規則第３条第１項の申請書は、第１号様式によるものとする。 

２ 規則第３条第２項及び第３項の規定により前項の申請書に添付しなければならない

書類は、次のとおりとする。 

  (1) 事業計画書（第２号様式） 

  (2) 収支予算書（第３号様式） 

(3) 会社の概要がわかる書類（会社概要、パンフレット等） 

(4) 定款の写し（個人事業主の場合は開業届）、法人の登記事項証明書 

(5) 直近２期分の決算報告書の写し、又は直近２期分の確定申告書の写し 

(6) その他知事が必要と認める書類 

３ 申請者は、第３第２項ただし書の期間内に発生する経費を申請する場合には、事前着

手届（第４号様式）に当該経費に係る契約書、発注書等経費の内容が分かる書類を添え

て、前項の交付申請に併せて知事に提出しなければならない。 

４ 補助事業者が、補助事業と同一の内容で国、地方自治体その他機関の補助制度又は委

託事業等と併願している場合は、補助金を交付しないものとする。 

５ 補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のう

ち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額と

して控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た

金額をいう。以下同じ。）を減額して申請するものとする。ただし、申請時におい

て当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、

この限りでない。 
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（交付決定の通知） 

第５ 規則第４条第１項の規定による交付の決定は、交付決定通知書（第５号様式）

により補助事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。 

  

（補助金の交付の条件） 

第６ 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第５条の規

定により付された条件となるものとする。 

 （1）補助事業の内容又は補助対象経費の配分を変更する場合において、事業変更承認

申請書（第６号様式）を知事に提出してその承認を受けること。 ただし、別表

１の内容に掲げるそれぞれの経費の２０パーセント以内の変更（補助金の増額

を伴わないものに限る。）については、この限りでない。 

 （2）補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止する場合において、あらかじめ

事業中止（廃止）承認申請書（第７号様式）を知事に提出してその承認を受けるこ

と。 

 （3）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場

合は、速やかに補助事業遅延（事故）報告書（第８号様式）を知事に提出し、そ

の指示を受けなければならない。 

 （4）補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかに 

する書類、帳簿等を備え付け、これらを令和６年４月１日から５年間保管しておく 

こと。 

（5）前号の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）の 

日の属する年度の終了後５年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に供せ

るよう保管しておかなければならない。 

 

（申請の取下げの期日） 

第７ 規則第７条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、第５第１項

に規定する通知を受けた日から起算して１５日を経過した日とする。 

２ 交付の申請の取下げは、交付申請取下書（第９号様式）を知事に提出して行うものと

する。 

 

（交付決定の取消し等） 

第８ 知事は、第６第２号に規定する補助事業の全部若しくは一部の中止又は廃止の申請

があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、規則第４条第１項の規定に
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よる交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

(1) 補助事業者が、規則、本要綱又は規則若しくは本要綱に基づく知事の処分若しくは

指示に違反した場合 

(2) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

(3) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要

がなくなった場合 

(4) 補助事業者が、別紙「暴力団排除等に関する誓約及び同意事項」に違反した場合 

２ 知事は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助

金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるも

のとする。 

３ 知事は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第３号に規定する場合を除き、その命

令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年１０．９５パーセント

の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

 

（契約等） 

第９ 補助事業者は、補助事業を行うため３０万円以上の売買、請負、その他の契約をす

る場合は、２者以上の見積りを徴取しなければならない。ただし、補助事業を行ううえ

で、２者以上の見積りを徴取することが困難又は不適当である場合は、その限りではな

い。  

２ 補助事業者は、補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しよう

とする場合は、実施に関する契約を締結し、当該契約に係る書類の写しを知事に提出し

なければならない。 

３ 補助事業者は、前２項の契約に当たり、契約の相手方に対し、補助事業の適正な遂行

のため必要な調査に協力を求めるための措置をとることとする。 

４ 補助事業者は、第１項又は第２項の契約（契約金額１００万円未満のものを除く。）

に当たり、知事から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を

契約の相手方としてはならない。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補

助事業の遂行が困難又は不適当である場合は、知事の承認を受けて当該事業者を契約の

相手方とすることができる。 

５ 知事は、補助事業者が前項本文の規定に違反して知事からの補助金交付等停止措置又

は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は必

要な措置を求めることができるものとし、補助事業者は知事から求めがあった場合はそ

の求めに応じなければならない。 

６ 前５項までの規定は、補助事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは共
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同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、補助事業者は、必要な

措置を講じるものとする。 

 

（実績報告） 

第１０ 規則第１２条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の廃止の承認

を受けた場合は、その日）から起算して３０日を経過した日又は令和６年１月３１日

のいずれか早い期日までに事業完了実績報告書（第１０号様式）に次に掲げる書類を

添えて行うものとする。 

（1）実績報告書（第１１号様式） 

（2）収支精算書（第１２号様式） 

（3）補助対象経費に係る支払証拠書類及び財産管理台帳（第１３号様式）の写し 

（4）その他知事が必要と認める書類 

２ 前項の報告を行うに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して知

事に報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１１ 知事は、第１０第１項の規定による報告を受けた場合には、実績報告書等の書類

の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助

金の交付の決定の内容（第６第１号に基づく承認をした場合は、その承認された内容）

及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補

助事業者に通知する。 

 

（補助金の交付）  

第１２ 補助金は、補助事業の完了後交付する。 

 

（補助金の請求） 

第１３ 補助金の請求は、第１１に規定する通知を受けた日から起算して１５日を経過し

た日までに補助金請求書（第１４号様式）を知事に提出して行うものとする。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１４ 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に

係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額報告書（第１５号様式）を速やかに提出しなければならない。 
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２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の

返還を命ずる。 

 

（財産の管理等） 

第１５ 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取

得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意

をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならな

い。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、財産管理台帳（第１３号様式）を備え管理しな

ければならない。 

３ 知事は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込

まれるときは、その収入の全部若しくは一部を納付させることがある。 

 

（財産の処分の制限） 

第１６ 規則第１９条第４号及び第５号の規定により処分の制限を受ける財産は、１件の

取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の財産とする。 

２ 規則第１９条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数を経過す

るまでの期間とする。 

３ 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得

財産等を処分しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 

 

（暴力団排除等に関する誓約及び同意） 

第１７ 補助事業者は、別紙「暴力団排除等に関する誓約及び同意事項」について補助金

の交付の申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したも

のとする。 

 

附則 

この要綱は、令和５年６月１６日から施行し、令和５年５月１２日から適用する。 

 附則 

この要綱は、令和５年１０月１１日から施行し、令和５年１０月６日から適用する。 

 

 

 



7 

 

別紙 

暴力団排除等に関する誓約及び同意事項 

 

補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後におい

ては、下記の内容について誓約及び同意いたします。この誓約及び同意が虚偽であり、又

はこの誓約及び同意に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一

切申し立てません。 

 

記 

 

 

（１）法人等（個人、法人又は団体）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下同じ。）、又は組合等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

ではありません。 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていません。 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していま

せん。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難され

るべき関係を有していません。 

（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「風営法」という。）第

２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる中小企業者、風営法第３条

第１項の風俗営業の許可を受けているもののうち、公序良俗に反するなど社会的批

判を受けるおそれのあるものに該当しません。 

（６）県民税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納はありません。 

（７）本補助金の申請内容全てに虚偽はありません。また、過去に補助金等の不正使用

等事案がありません。 

（８）同一内容で国・県・市町村等から助成を受けていません。 

（９）補助金を不正に受給した疑いがある場合には、補助金の受給者立ち合いのもと事

業に係る取引先（委託先、外注（請負）先以降を含む）や補助金の受給者に対し現

地調査等を実施することに同意します。 

（１０）指導・助言を行う専門家に対し、ヒアリングや現地調査を行うことがあること

に同意します。 
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別表１（第３関係） 

補助対

象経費 

(1)設備更新・ソフトウェア導入費 

エネルギーや原材料等の価格高騰に対応するための、省エネルギー化や省 

コスト化に必要な設備更新・ソフトウェア等の導入に要する経費のうち、次

に掲げる経費とする。 

①設備・備品購入費、②旅費、③資料購入費、④通信運搬費、⑤外注・委託

費、⑥会場借上料、⑦研究開発費、⑧借損料、⑨その他知事が必要と認める

経費 

(2) 原材料代替品移行調査・研究費 

エネルギーや原材料等の価格高騰に対応するための、原材料の従来品から 

代替品への移行に向けた調査・研究に要する経費のうち、次に掲げる経費と

する。 

①原材料費、②旅費、③資料購入費、④通信運搬費、⑤外注・委託費、⑥会

場借上料、⑦研究開発費、⑧借損料、⑨その他知事が必要と認める経費 

 

別表２（第３関係） 

補助金

の額 

 

 

 

 

 

中小企業者 通常枠 補助対象者が次の要件を満たす場合、補助対象経費

の２分の１に相当する額又は 3,000 千円のいずれか

低い額以内の額 

（要件） 

パートナーシップ構築宣言の趣旨を理解して、補助

事業に取り組むこと 

省エネ

最適化

診断枠 

 

 

補助対象事業者が次の全ての要件を満たす場合、補

助対象経費の３分の２に相当する額又は 5,000 千円

のいずれか低い額以内の額 

（要件） 

①省エネ最適化診断、省エネお助け隊の診断、省エ

ネ診断拡充事業又は知事が別に定める診断を受けて

いること 

②事業成果の公表に同意していること 

③パートナーシップ構築宣言の趣旨を理解して、補

助事業に取り組むこと 
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特別高

圧電力

枠 

補助対象事業者が次の全ての要件を満たす場合、補

助対象経費の２分の１に相当する額又は 7,000 千円

のいずれか低い額以内の額 

（要件） 

①特別高圧の受電者であること（交付申請時点にお

いて特別高圧の受電者であり、補助事業を実施した

結果、特別高圧の受電者でなくなった場合を含む。）

②パートナーシップ構築宣言の趣旨を理解して、補

助事業に取り組むこと 

組合 通常枠 補助対象事業者が次の要件を満たす場合、補助対象

経費の２分の１に相当する額又は 5,000 千円のいず

れか低い額以内の額 

（要件） 

パートナーシップ構築宣言の趣旨を理解して、補助

事業に取り組むこと 

省エネ

最適化

診断枠 

 

 

補助対象事業者が次の全ての要件を満たす場合、補

助対象経費の３分の２に相当する額又は 7,000 千円

のいずれか低い額以内の額 

（要件） 

①省エネ最適化診断、省エネお助け隊の診断、省エ

ネ診断拡充事業又は知事が別に定める診断を受けて

いること 

②事業成果の公表に同意していること 

③パートナーシップ構築宣言の趣旨を理解して、補

助事業に取り組むこと 

特別高

圧電力

枠 

補助対象事業者が次の全ての要件を満たす場合、申

請事業の実施に必要な補助対象経費の２分の１に相

当する額又は 9,000千円のいずれか低い額以内の額 

（要件） 

①特別高圧の受電者であること（交付申請時点にお

いて特別高圧の受電者であり、補助事業を実施した

結果、特別高圧の受電者でなくなった場合を含む。）

②パートナーシップ構築宣言の趣旨を理解して、補
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助事業に取り組むこと 

※下記は対象外とする。 

①新規導入の設備（更新設備ではないもの） 

②自社製造の設備 

③交付決定の前に補助事業に係る契約・発注等を行った設備等（ただし、事前着手届 

の提出があったものを除く。） 

④故障等の理由により事業活動に供していない設備の更新設備 

⑤専ら居住を目的とした事業所における設備 

⑥組合において、組合員個社が所有又は個社のみが使用する設備 
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第１号様式（第４関係） 

令 和  年  月  日 

 

青森県知事 殿 

 

                         住        所 

申請者 名        称 

代表者職氏名 

 

令和５年度青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金交付申請書 

 

令和５年度青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金の交付を受けた

いので、青森県補助金等の交付に関する規則（昭和４５年３月青森県規則第１０号）第３

条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

１ 事業の目的 

 

 

２ 補助金交付申請額               円 

 

 

３ 補助事業に関して生ずる収入金に関する事項（該当するものに○）  

    （１）あり ／ （２）なし 

＊「（１）あり」の場合は以下に該当事項をご記入ください。 

    該当事項：                      

 

４ 消費税の適用に関する事項（該当するものに○） 

   課税事業者 ／ 免税事業者 ／ 簡易課税事業者 

  

５ 添付書類 

(1) 事業計画書（第２号様式） 

 (2) 収支予算書（第３号様式） 

(3) 会社の概要がわかる書類（会社概要、パンフレット等） 

(4) 定款の写し（個人事業主の場合は開業届）、法人の登記事項証明書 

(5) 直近２期分の決算報告書の写し、又は直近２期分の確定申告書の写し 

(6) その他知事が必要と認める書類 

  （※設備・備品購入費等がある場合） 

   ・見積書 

・既存設備の製品カタログ又は既存設備の銘板の写真 

・導入予定設備の製品カタログ等 

・設備を導入予定の事業所の図面
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第２号様式（第４関係）その１ 

 

事業計画書 

１ 申請者の概要 

名   称  

住   所  

代表者氏名 

（役職・氏名） 
 

電話番号  FAX 番号  

メールアドレス  

担当者 

（担当者部署名） 
 

従業員数又は 

組合員数 
 資本金等の額 千円 

業種(※1)  

 (※1)業種は日本標準産業分類の大分類を記入 

 

２ 会社等概要（業種、業務内容、主要商品等を記載すること。） 

※企業概要パンフレットやホームページがある場合、添付することで省略可。 

 

３ 事業区分 

希望する枠

にチェック 
補助率 追加要件等 

通常枠 ☐ １／２以内 パートナーシップ構築宣言の趣旨を理解して、補助事業

に取り組むこと。 

省エネ 

最適化 

診断枠 ☐ 

２／３以内 ①省エネ最適化診断等を受けていること。 

②事業成果の公表に同意すること。 

③パートナーシップ構築宣言の趣旨を理解して、補助事

業に取り組むこと。 

特別高圧 

電力枠 ☐ 

１／２以内 ①特別高圧の受電者であること。 

②パートナーシップ構築宣言の趣旨を理解して、補助事

業に取り組むこと。 
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第２号様式（第４関係）その２ 

 

４ 補助事業の概要 

■事業テーマ（30 字程度） 

 

■事業実施予定時期（事業スケジュール） 

 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 

■事業内容 

①事業の目的・内容及び対策の妥当性 

 

 

 

 

②設備等の更新等により目標とするエネルギー及び経費の年間削減量 

（財産・備品購入費等がある場合は記入必須。以下の表及び計算式も御記入くださ

い。また、既存設備及び導入予定設備の製品カタログ又は既存設備の銘板の写真を

添付してください。） 

エネルギーの種類 年間削減量（kwh、ℓ等） 年間削減経費（円） 

   

※上記の計算式を記載又は根拠となる資料を添付してください。 

（計算式） 

 

 

③事業の効果 

 

 

 

 

④事業の実施体制・費用対効果の妥当性・その他特記事項 

 

 

（ 

（注）１ 事業の概要について、実施場所、対象、方法等について具体的に記載すること。 

２ 補助事業の内容が分かる図面、写真等を添付すること。 
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第２号様式（第４関係）その３ 

 

〇パートナーシップ構築宣言について、確認の上、記入すること。 

■パートナーシップ構築宣言 

本補助事業は、パートナーシップ構築宣言の趣旨を理解している事業者を対象とし

ています。下記について内容を理解の上、項目に☑を入れてください。 

 

□本補助事業は、下記パートナーシップ構築宣言の趣旨を理解して取り組みます。 

 

・「パートナーシップ構築宣言」とは、企業規模の大小に関わらず、企業が「発注

者」の立場で自社の取引方針を宣言する取組である。 
 

・企業は代表者の名前で、「サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越

えた新たな連携」や、「親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行の遵守」に重

点的に取り組むことを宣言する。 
 

・青森県内の登録事業者は、令和 5 年 10 月 11 日現在で「236 社」である。 
 

・宣言企業は、ポータルサイト上に公表される。 
 

・宣言企業は、名刺への記載など、ロゴマークを使うことができる。 
 

・宣言企業は、国の一部補助金（ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補

助金、事業再構築補助金など）において、加点措置が講じられている。 
 

 ・下記、パートナーシップ構築宣言のポータルサイトの内容を確認した。 

  https://www.biz-partnership.jp/ 
 

■パートナーシップ構築宣言登録企業 

交付申請日において、パートナーシップ構築宣言登録企業である。 
 

☐ はい  ☐ いいえ 
 

※パートナーシップ構築宣言登録企業は、本補助事業の審査において加点措置を 

講じることとしております。 

 

 

 ※交付申請日において、パートナーシップ構築宣言登録企業の場合は、ポータルサイト 

のハードコピー等、その事実を確認できるものを添付すること。 
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第２号様式（第４関係）その４ 

 

〇省エネ最適化診断枠の場合、記入すること。 

省エネ最適化診断枠の要件 

■省エネ最適化診断等の実施状況 

下記のいずれかの省エネ最適化診断等を受けている、あるいは受ける予定がある。 

（該当する項目に☑を入れてください） 

 

□診断を受けている。【診断日:令和 年  月  日】 

 

□診断を受ける予定がある。【申込日:令和 年  月  日】 

【予定日:令和 年  月  日】 

 

■事業成果の公表に関する同意 

名称・代表者名、補助事業の成果等の公表に応じます。 

☐ はい  ☐ いいえ 

 

※省エネ最適化診断等の診断結果の写し、又は診断の申込を行ったことが分かる 

ものを添付すること。 

 

〇特別高圧電力枠の場合、記入すること。 

特別高圧電力枠の要件 

■契約の状況 

特別高圧の受電者である。 

 ☐ はい  ☐ いいえ 

 

 ※特別高圧の受電者であることが分かるものを添付すること。 
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第３号様式（第４関係） 

収支予算書 

（１）総括表                             （単位：円） 

補助事業に

要する経費 

※１ 

補助対象経費 

※２ 

左の額の負担区分 

補助金額 ※３ 

以下のいずれかに☑ 

自己負担額 

※４ 

【通常枠】 

☐ １／２ 

【省エネ最適化診断枠】 

☐ ２／３ 

【特別高圧電力枠】 

☐ １／２ 

 

      

 ※１ 当該事業を遂行するために必要な経費（実際に支払う金額）を記入すること。 

 ※２ 補助事業に要する経費から補助対象とならない経費を除いた金額を記入すること。 

 ※３ 補助率１／２又は２／３いずれかを☑した上で、補助対象経費に当該補助率を乗じた

金額を記入すること。ただし、補助金の額は上限額を超えないこと。 

 ※４ 補助事業に要する経費から補助金額を引いた金額を記入すること。 

 

（２）事業区分別内訳                           （単位：円） 

経 費 

区 分 

内    容 

※１ 

（税抜・税込） 

補助事業に 

要する経費 
補助対象経費 

 

補助金額 積算根拠 

設備更新・

ソフトウェ

ア導入費 

     

     

     

     

   計     

原材料代替

品 移 行 調

査・研究費   

     

     

     

     

計     

合  計     

※１ 別表の補助対象経費（各経費の内容）のうち、該当するものについて具体的に記載す 

ること。 
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第４号様式（第４関係） 

令和  年  月  日  

 

青森県知事 殿 

  

                        住        所 

申請者 名        称 

代表者職氏名 

 

 

令和５年度青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金事前着手届 

 

下記のとおり、交付決定前に着手しますので、令和５年度青森県中小企業者等省エネ・

高効率化緊急対策事業費補助金交付要綱第４第３項の規定により届け出ます。 

 なお、本件について、交付決定がなされない場合、又は交付決定の額が交付申請額に

達しない場合においても、異議は申し立てません。 

 

記 

１ 事業名 

 

２ 事前着手（予定）日 

  令和５年  月  日 

 

３ 事前着手の理由 

 

４ 事前着手に必要な経費 

 

具体的な内容 費 目 
金 額 

（千円） 

日 付（予定） 

契約・発注 納 品 支払（精算） 

      

      

      

 

（注）本様式は、補助金交付決定日前に事前着手を希望される場合に提出いただく必要がある

ものです。 

   事前着手希望届を提出いただいた場合であっても、事前着手に必要な経費が認められな

い場合がありますので、御了承願います。また、着手日の根拠となる資料（契約書・発注

書の写等）及び金額の算出根拠となる資料（見積書・発注書の写等）を添付してください。 
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第５号様式（第５関係） 

番      号 

令和 年 月 日 

 

補助事業者 殿 

青森県知事 

 

令和５年度青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金交付決定通知書 

 

令和  年  月  日付けで交付申請のあった令和５年度青森県中小企業者等省エ

ネ・高効率化緊急対策事業費補助金については、青森県補助金等の交付に関する規則（昭

和４５年３月青森県規則第１０号）第４条第１項の規定により、下記のとおり交付するこ

とに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助金の交付の対象となる事業の内容は、令和  年  月  日付け令和５年度青

森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金交付申請書に記載のとおりと

する。 

 

２ 補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

（１）補助対象経費           円 

（２）補助金交付決定額         円 

 

３ 補助金の確定額は、補助対象経費の実支出の２分の１（３分の２）又は別表２の区分

毎の上限額のいずれか低い額とする。 

 

４ 補助事業者は、青森県補助金等の交付に関する規則及び令和５年度青森県中小企業者

等省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金交付要綱で定めるところに従わなければなら

ない。 

 

５ 補助金に係る消費税及び地方消費税相当額については、交付要綱の定めるところによ

り、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになった場合には、当該消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額すること。 
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第６号様式（第６関係） 

令 和  年  月  日 

 

青森県知事 殿 

  

                        住        所 

補助事業者 名        称 

代表者職氏名 

 

 

令和５年度青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業変更承認申請書 

 

令和  年  月  日付け第   号で補助金の交付決定の通知を受けた令和５年

度青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業について、下記のとおり変更したい

ので、令和５年度青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金交付要綱第

６第１号の規定により、その承認を申請します。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

 

２ 変更の内容 

 

（注）変更の内容は、第２号様式、第３号様式に準じて作成するものとし、上下二段書き

で、上段に変更前の内容を括弧書きで記載すること。 
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第７号様式（第６関係） 

令和  年  月  日 

 

 

   青森県知事   殿 

 

                         住        所 

補助事業者 名        称 

代表者職氏名 

 

 

令和５年度青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業中止（廃止）承認申請書 

 

令和  年  月  日付け第   号で補助金の交付決定の通知を受けた令和５年

度青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業について、下記のとおり中止（廃止）

したいので、令和５年度青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金交付

要綱第６第２号の規定により申請します。 

 

記 

 

 

１ 中止（廃止）の理由 

 

 

２ 中止の期間（廃止の時期） 
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第８号様式（第６関係） 

令 和  年  月  日 

 

青森県知事 殿 

 

                         住        所 

補助事業者 名        称 

代表者職氏名 

 

 

令和５年度青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金に係る 

補助事業遅延（事故）報告書 

 

令和  年  月  日付け第    号で補助金の交付決定の通知を受けた令和５

年度青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業について、下記のとおり遅延（事

故）があったので、令和５年度青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業費補助

金交付要綱第６第３号の規定により、報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業の進捗状況 

 

２ 補助事業に要した経費           円 

 

３ 遅延（事故）の内容及び原因 

 

４ 遅延（事故）に対する措置 

 

５ 補助事業の遂行及び完了の予定 

 

（注）遅延（事故）の理由を立証する書類を添付すること。 
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第９号様式（第７関係） 

令 和  年  月  日 

 

青森県知事 殿 

 

                         住        所 

補助事業者 名        称 

代表者職氏名 

 

 

令和５年度青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金交付申請取下書 

 

令和  年  月  日付け第   号で交付決定の通知を受けた令和５年度青森県

中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金の交付の申請について、下記の理由

により取り下げます。 

 

記 

 

 交付申請の取下げ理由
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第１０号様式（第１０関係） 

令和  年  月  日 

 

 

青森県知事   殿 

 

                         住        所 

補助事業者 名        称 

代表者職氏名 

 

 

令和５年度青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金に係る 

補助事業完了実績報告書 

  

 令和  年  月  日付け第    号で補助金の交付決定の通知を受けた令和５年度

青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業が完了したので、青森県補助金等の交付

に関する規則（昭和４５年３月青森県規則第１０号）第１２条の規定により、関係書類を添

えて下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

１ 事業費                  円 

 

 

２ 補助金額                 円 

 

 

３ 添付書類 

(1) 事業実績書（第１１号様式） 

(2) 収支精算書（第１２号様式） 

(3) 補助対象経費に係る支払証拠書類及び財産管理台帳（第１３号様式）の写し 

(4) その他 
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第１１号様式（第１０関係）その１ 

 

事業実績書 

１ 補助事業者の概要 

名   称  

住   所  

代表者氏名 

（役職・氏名） 
 

電話番号  FAX 番号  

メールアドレス  

担当者 

（担当者部署名） 
 

従業員数又は 

組合員数 
 資本金等の額 千円 

業種(※1)  

 (※1)業種は日本標準産業分類の大分類を記入 

 

２ 事業区分 

希望する枠

にチェック 
補助率 追加要件等 

通常枠 ☐ １／２以内 パートナーシップ構築宣言の趣旨を理解して、本補助

事業に取り組むこと。 

省エネ 

最適化 

診断枠 ☐ 

２／３以内 ①省エネ最適化診断等を受けていること。 

②事業成果の公表に同意すること。 

③パートナーシップ構築宣言の趣旨を理解して、本補

助事業に取り組むこと。 

特別高圧 

電力枠 ☐ 

１／２以内 ①特別高圧の受電者であること。 

※交付申請時点において特別高圧の受電者であり、補

助事業を実施した結果、特別高圧の受電者でなくな

った場合を含む。 

②パートナーシップ構築宣言の趣旨を理解して、本補

助事業に取り組むこと。 
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第１１号様式（第１０関係）その２ 

 

３ 補助事業の概要 

■事業テーマ（30 字程度） 

 

■事業実施時期（事業スケジュール） 

 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 

■事業内容 

①事業の目的・内容及び対策の妥当性 

 

 

②事業経過 

（設備・備品購入費等がある場合は、導入した設備の全体、設備の銘板及び事業

場内に設置したことがわかる写真（設置の前後）を添付してください。 

 

 

③設備等の更新等により目標とするエネルギー及び経費の年間削減量の見通し 

エネルギーの種類 年間削減量（kwh、ℓ等） 年間削減経費（円） 

   

※上記の計算式を記載又は根拠となる資料を添付してください。 

（計算式） 

 

 

④事業の効果（今後の見通しを含む） 

 

 

⑤事業の実施体制・費用対効果の妥当性・その他特記事項 

（注）１ 事業概要について、実施場所、対象、方法等について具体的に記載すること。 

２ 補助事業の内容が分かる図面、写真等を添付すること。 

３ 交付申請時点において、省エネ最適化診断その他知事が定める診断を受けていな

かった場合は、当該診断の結果を添付すること。 
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第１２号様式（第１０関係）その１ 

 

収支精算書 

 

（１）総括表                             （単位：円） 

補助事業に

要する経費 

※１ 

補助対象経費 

※２ 

左の額の負担区分 

補助金額 ※３ 

以下のいずれかに☑ 

自己負担額 

※４ 

【通常枠】 

☐ １／２ 

【省エネ最適化診断枠】 

☐ ２／３ 

【特別高圧電力枠】 

☐ １／２ 

 

（    ） 

 

（    ） 

 

（   ） 

 

（    ） 

 

（    ） 

 

（    ） 

 

 ※１ 当該事業を遂行するために必要な経費（実際に支払った金額）を記入すること。 

 ※２ 補助事業に要する経費から補助対象とならない経費を除いた金額を記入すること。 

 ※３ 補助率１／２又は２／３いずれかを☑した上で、補助対象経費に当該補助率を乗じ

た金額を記入すること。ただし、補助金の額は上限額を超えないこと。 

 ※４ 補助事業に要する経費から補助金額を引いた金額を記入すること。 

 表中（ ）内には交付申請書記載の予算額を記入し、その下段に実績額を記入すること。 
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第１２号様式（第１０関係）その２ 

 

（２）事業区分別内訳                         （単位：円） 

経 費 

区 分 

内  容 

※１ 

（税抜・税込） 

補助事業に 

要する経費 
補助対象経費 

 

補助金額 積算根拠 

設備更新

・ソフトウ

ェア導入

費 

 （     ） 

 

（     ） 

 

 （    ） 

 

 （     ） 

 

（     ） 

 

 （    ） 

 

 （     ） 

 

（     ） 

 

 （    ） 

 

 （     ） 

 

（     ） 

 

 （    ） 

 

計 
（     ） 

 

（     ） 

 

（    ） （    ） 

 

原材料の

代替品移

行調査・ 

研究費 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

 （    ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

 （    ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

 （    ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

 （    ） 

 

計 
（     ） 

 

（     ） 

 

（    ） （    ） 

 

合   計 
（     ） 

 

（     ） 

 

（    ） （    ） 

 

※１ 別表の補助対象経費（各経費の内容）のうち、該当するものについて具体的に記載 

  すること。 

表中（ ）内には交付申請書記載の予算額を記入し、その下段に実績額を記入すること。 
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第１３号様式（第１０、１５関係） 

 

財  産  管  理  台  帳 

 

名称 規格 数量 
取 得 

年月日 

取得等 

金 額 

経費区分 処分制限期間 処分の状況 

保管場所 備考 
県補助金 自己資金 その他 

耐用 

年数 

処分制限 

年月日 

承認 

年月日 

処分の 

内容 

       円 円 円 円       

 

 

（注）１ 処分制限年月日の欄には、処分制限の終期を記入すること。 

２ 処分の内容の欄には、譲渡、交換、貸付け、担保提供等の別を記載すること。 

３ 備考の欄には、譲渡先、交換先、貸付け先、抵当権者等の名称又は補助金返還額を記入すること。 

４ この様式により難い場合には、処分制限期間の欄及び処分の状況の欄を含んだ他の様式をもって財産管理台帳に替えることができる。
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第１４号様式（第１３関係） 

令 和  年  月  日 

 

青森県知事 殿 

                    

      住        所 

補助事業者 名        称 

代表者職氏名 

 

 

令和５年度青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金請求書 

 

令和  年  月  日付け第   号で交付決定の通知を受けた令和５年度青森県中小

企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金について、令和５年度青森県中小企業者等

省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金交付要綱第１３の規定により、下記のとおり請求し

ます。 

 

記 

 

１ 交付決定額                 円 

 

２ 補助確定額                 円 

 

３ 今回請求額                 円 

 

 

     振込先口座    金融機関             銀行    支店 

 

              普通・当座の別  普通 ・ 当座  

 

              口座番号                      

 

              口座名義                      

 

             （フリガナ）                     
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第１５号様式（第１４関係） 

令 和  年  月  日 

 

青森県知事 殿 

 

                         住        所 

補助事業者 名        称 

代表者職氏名 

 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

令和５年度青森県中小企業者等省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金交付要綱第１４第

１項の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金額（令和  年  月  日付け第  号による補助金の額の確定通知額） 

 円 

 

２ 補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

 円 

 

３ 消費税及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額 

 円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２）  

                       円 

 

（注）１ 別紙として積算の内訳を添付すること。 

２ 課税事業者の場合であっても、単純に補助金の消費税率相当額が消費税及び地方

消費税に係る仕入控除による減額等の対象額ではない。 

３ 補助事業の遂行に伴い課税売上が発生する場合には、消費税額及び地方消費税額

から控除税額を差し引いた後の控除不足額を消費税仕入控除額とする。 

 


